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ベースアップ評価料「賃金改善実績報告書」（診療所用）の説明資料について 

 
 

令和 7 年 4 月 2日付け日医発第 47 号（保険）により、ベースアップ評価料による賃金改善の

実績報告に係る届出様式の改定等について、ご案内申し上げたところであります。 

当該文書において「「賃金改善実績報告書」の作成に役立つ説明用資料を作成する予定」であ

る旨お知らせしたところですが、今般、別添の説明資料を作成しましたので、貴会会員への周

知徹底についてご高配賜りますようお願い申し上げます。 

本件につきましては、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「令

和６年度 診療報酬改定に関する情報」に掲載を予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

ベースアップ評価料「賃金改善実績報告書」（診療所用）の作成・提出について 

（説明用スライド） 

事務局長会計理事庶務理事副 会 長会 長

受 付担 当課 長 課長代理次 長 係 長R7.4.10
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ベースアップ評価料
「賃金改善実績報告書」（診療所用）の作成・提出について

１.令和７年４月以降の対応

２.簡素化された「賃金改善実績報告書」の作成方法

３.「賃金改善実績報告書」の提出方法

４.その他

2

１.令和７年４月以降の対応

① 令和７年度分の「賃金改善計画書」を４月に作成し、
令和７年６月末までに厚生局に提出します

② 令和６年度分の「賃金改善実績報告書」を作成し、
令和７年８月末までに厚生局に提出します

令和６年度にベースアップ評価料を算定した医療機関は、
４月以降、以下の対応が必要です

次ページ以降で①と ②の概要についてご説明いたし ま す



① 令和７年度分の「賃金改善計画書」を４月に作成し、

令和７年６月末までに厚生局に提出します

令和７ 年度も 「 外来・ 在宅ベース アッ プ評価料(Ⅰ)」 のみを算定する 場合は、
令和７ 年３ 月31日※に更新さ れた新様式（ 大幅に簡素化さ れた新様式） を利用
し て、 令和７ 年度分の「 賃金改善計画書」 の作成・ 提出が可能です

※令和７ 年１ 月10日に示さ れた新様式が、 今回の賃金改善報告書の簡素化に伴い文言等の更新がなさ れたも の

大幅に簡素化さ れた新様式の作成手順を解説し た資料と 動画は、 メ ンバーズ
ルームに掲載し ており ま すので、 ご参照く ださ い

（ 日本医師会メ ンバーズルーム）
https ://w w w .m ed.or.jp/japanese/m em bers/iryo/r06ka ite i/index.htm l

※令和７ 年３ 月以降にベース アッ プ評価料の届出を行った医療機関は、 その際、 令和７ 年度分の
「 賃金改善計画書」 を提出済みですので、 改めて令和７ 年度分の「 賃金改善計画書」 を作成・
提出する 必要はあり ま せん
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② 令和６年度分の「賃金改善実績報告書」を作成し、

令和７年８月末までに厚生局に提出します

令和７ 年３ 月31日付けで「 賃金改善実績報告書」 も 大幅に簡素化さ れま し た！

診療所であれば、 令和６ 年度にベース アッ プ評価料の算定を開始し た月（ １ ヶ 月分） の
・ 対象職員の人数（ 常勤換算数）
・ 賃金改善後の「 基本給等」 の総額（ ※「 基本給等」 と は、 基本給と 決ま っ て毎月支払われる 手当の合計額です）

・ 「 ベア等」 によ る 賃金改善実績額（ ※「 ベア等」 と は、 基本給等の引上げ額のこ と ですが、 定期昇給分は含みま せん）

などを入力する こ と で作成可能です

算定開始時に提出し た計画書と 実績報告書の内容が異なっていても 問題はあり ま せん

次ページ以降で、 簡素化さ れた「 賃金改善実績報告書」
の作成方法をご説明いたし ま す

※令和７ 年３ 月以降に届出を行い、 令和７ 年４ 月から ベース アッ プ評価料の算定を開始し た医療機関は、
令和６ 年度分の「 賃金改善実績報告書」 を作成・ 提出する 必要はあり ま せん

https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/r06kaitei/index.html


２.簡素化された「賃金改善実績報告書」の作成方法

まず「賃金改善実績報告書」を準備します

厚労省のHPにある 「 ベース アッ プ評価料特設ページ」 から ダウ ンロ ード し ま す
【 厚生労働省ベース アッ プ評価料特設ページ】 https://w w w .m hlw .go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_ 00053.htm l

従来版の届出様式に含ま れる

「 報告書シート 」 を用いる こ

と も でき ま すが、

今回あら たに示さ れた

「 報告書専用様式」 のほう が

作成し やすく なっていま す
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記載事項項目

保険医療機関コ ード 、 保険医療機関名、 所在地、
連絡先を 記載

基本情報①

令和６ 年度において賃金改善を 実施し た期間
(＝ベース アッ プ評価料を 算定し た期間)を 記載

賃金改善実施期間及び
ベース アッ プ評価料算定期間

Ⅰ②

令和６ 年度における ベース アッ プ評価料の
算定金額の総額を 記載

ベース アッ プ評価料によ る
収入の実績額

Ⅱ-１③

繰越額の有無や、 算定し たベース アッ プ評価料を
ベア等実施分に使い切っ たかを 確認

ベース アッ プ評価料によ る
収入の繰越状況

Ⅱ-２④

ベース アッ プ評価料で賃上げを 行っ た対象職員の
人数、 基本給等総額、 賃金改善し た額を 記載
（ １ ヶ 月分のみ）

ベース アッ プ評価料の
対象職員（ 全体） の基本給等

Ⅲ⑤

40歳未満の勤務医や、 専ら 事務のみを 担当し てい
る 事務職員が在籍し ている 場合、 その人数、 基本
給等総額、 賃金改善実績額を 記載
（ １ ヶ 月分のみ）

ベース アッ プ評価料の
対象職種以外の職員の賃上げ

Ⅳ、
Ⅴ⑥

④

③

②

⑤

⑥

①

簡素化さ れた「賃金改善実績報告書」（診療所版）の全体像は以下のと おり です

基本的には、①から ⑥の項目を入力する こ と で報告書が完成します

6

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
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「基本情報」を入力します

• 保険医療機関コード

• 保険医療機関名

• 所在地

• 連絡先 を入力します

保険医療機関コード 1234567

保険医療機関名 ●●クリニック

所在地 都道府県 東京都

住所 文京区本駒込●－●－●

連絡先 担当者氏名 日医　太郎

電話番号 03-XXXX-XXXX

8

「Ⅰ．賃金改善実施期間及びベースアップ評価料算定期間」を入力します

(１ ) 賃金改善実施期間
始期： 令和６ 年11月（ 基本的には、 ベース アッ プ評価料を算定し 始めた月が賃金改善実施期間の始期になり ま す）
終期： 令和７ 年３ 月（ こ の例では、 令和６ 年度の報告は５ ヶ 月分の報告になり ま す）

(２ ) ベース アッ プ評価料算定期間
始期： 令和６ 年11月（ 令和６ 年度にベース アッ プ評価料を算定し 始めた月を入力し ま す）
終期： 令和７ 年３ 月（ 同じ く 、 こ の例では、 令和６ 年度の報告は５ ヶ 月分の報告になり ま す）

具体例①
令和６ 年10月に届出を行い、 同年11月から ベース アッ プ評価料を算定し た医療機関の場合

Ⅰ．賃金改善実施期間及びベースアップ評価料算定期間

（１）賃金改善実施期間

年 月 ～　令和 年 月 ヶ月

（２）ベースアップ評価料算定期間

年 月 ～　令和 年 月 ヶ月令和 6 11 7 3 5

令和 6 11 7 3 5

×　●●ｸﾘﾆｯｸ

○　●●クリニック

医療機関

住所を記

さい
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「Ⅰ．賃金改善実施期間及びベースアップ評価料算定期間」を入力します

(１ ) 賃金改善実施期間
始期： 令和７ 年３ 月（ 基本的には、 ベース アッ プ評価料を算定し 始めた月が賃金改善実施期間の始期になり ま す）
終期： 令和７ 年３ 月（ こ の例では、 令和６ 年度の報告は令和７ 年３ 月の１ ヶ 月分のみの報告になり ま す）

(２ ) ベース アッ プ評価料算定期間
始期： 令和７ 年３ 月（ 令和６ 年度にベース アッ プ評価料を算定し 始めた月を入力し ま す）
終期： 令和７ 年３ 月（ 同じ く 、 こ の例では、 令和６ 年度の報告は令和７ 年３ 月の１ ヶ 月分のみの報告になり ま す）

Ⅰ．賃金改善実施期間及びベースアップ評価料算定期間

（１）賃金改善実施期間

年 月 ～　令和 年 月 ヶ月

（２）ベースアップ評価料算定期間

年 月 ～　令和 年 月 ヶ月令和 7 3 7 3 1

令和 7 3 7 3 1

具体例②
令和７ 年２ 月に届出を行い、 同年３ 月から ベース アッ プ評価料を算定し た医療機関の場合

「Ⅱ-1．ベースアップ評価料によ る 収入の実績額」を入力します

Ⅱ－１．ベースアップ評価料による収入の実績額【（２）の期間中】

（３）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）等による収入の実績額 円

（４）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）等による収入の実績額 円

（５）ベースアップ評価料による収入の実績額【（３）＋（４）】 円

16,000

0

16,000

令和６年度にベースアップ評価料を算定した期間（前のページの（２）の期間）における

ベースアップ評価料の算定金額総額を記載します

600点 （ 6,000円）＝令和７ 年３ 月の初診料の算定回数（ 100回） ×外来・ 在宅ベース アッ プ評価料（ Ⅰ） 初診時 ６ 点
1,000点 （ 10,000円）＝令和７ 年３ 月の再診料の算定回数（ 500回） ×外来・ 在宅ベース アッ プ評価料（ Ⅰ） 再診時 ２ 点
1,600点 （ 16,000円）ベース アッ プ料の算定金額総額

例） 令和７ 年２ 月に届出を行い、 同年３ 月から ベース アッ プ評価料を算定し た医療機関の場合

レ セコ ンの機能を用いて算定金額、 ある いは算定回数を調べま す

（ レ セコ ンの操作がわから ない場合は、 ベンダーにご相談く ださ い）

10
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「Ⅱ-2． ベースアップ評価料によ る 収入の繰越状況」を入力します

翌年度への繰越予定額や、前年度から の繰越額があれば記載します

算定したベースアップ評価料をベア等、およ びそれに伴う 賞与・時間外手当・法定福利費等

の増額分に使い切ったかを確認して、チェックします

① 計画よ り も ベース アッ プ評価料の算定金額が増えた場合の対応例
⇒ 翌年度への繰越予定額と し て（ ６ ） に記載する

（ 令和６ 年度の賃金改善計画では繰越を予定し ていなかったと し ても 可）

② ベア等に連動し て引き 上げら れた賞与、 時間外手当、 法定福利費等の具体的な金額
については報告する 必要はあり ま せん。 （ ９ ） にチェ ッ ク をいれる だけでOKです。

繰越額がなければ
０ 円と 入力しま す

算定したベースアップ
評価料を ベア等、およ
びそれに伴う 賞与・時
間外手当・法定福利費
等の増額分に使い切っ
たこ と を 確認したら 、
こ こ にチェック してく
ださ い

12

「Ⅲ．ベースアップ評価料の対象職員の基本給等に係る 事項」

を入力します
令和６年度にベースアップ評価料の算定を開始した月（１か月分）の対象職員の

人数（常勤換算数）を( 10 ) に、

基本給等総額を( 11 ) に、

賃金改善した額を( 12 ) に入力します
※ 算定開始月１か月分のみ報告ですので、年度の途中で人数や賃上げ額が変更になったこ と 等の報告は不要です

※ 賃金改善計画書に記載した金額と 報告書の記載が異なっていても 問題あり ません

(10)～(13)については、 次ページ以降でも う 少し 詳し く ご説明し ま す

【ベースアップ評価料対象職種について】

Ⅲ．ベースアップ評価料対象職員（全体）の基本給等（基本給又は決まって毎月支払われる手当）に係る事項

（10）対象職員の常勤換算数【賃金改善実施期間（１）の開始月時点】 人

（11）賃金改善した後の対象職員の基本給等総額【賃金改善実施期間（１）の開始月時点】 円

（12）ベア等による賃金改善実績額（１ヶ月分） 円

（13）ベア等による賃金増率【（12）÷（（11）－（12））】 ％

13,734

2.0

3.0

700,000
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（ 10） 対象職員の常勤換算数
• パート 職員も 常勤換算し た上で対象職員に含める こ と が可能です
• 事務職員であっても 、 看護補助など 患者のサポート を通じ て医療に従事する 業務も 行う 者は

「 その他医療に従事する 職員」 と し て対象職員に含める こ と ができ ま す

（ 11） 賃金改善し た後の対象職員の基本給等総額
• 基本給等と は、 基本給と 決ま って毎月支払われる 手当の合計額であり 、 その総額（ 対象職員全員

分の基本給等の総額〔 １ か月分〕 ） を記載し ま す

（ 12） ベア等によ る 賃金改善実績額
• 以下のよ う に計算し ま す

「 ベース アッ プ後の基本給等総額」 －「 ベース アッ プし なかった場合の基本給等総額」 ＝ (12)
• なお、 定期昇給によ る 賃金増加分は（ 12） には含めま せん

（ 13） ベア等によ る 賃金増率
• こ の数値は自動計算さ れま す。
• こ の数値が令和６ 年度の政府目標2.5% に達し ていなく ても 問題あり ま せん

令和６年度にベースアップ評価料の算定を開始した月（１か月分）に関する 以下の数値を入力します

14

（ 10） 対象職員の常勤換算数
• 令和７ 年３ 月時点の職員数は、 常勤看護師１ 名、 常勤の事務職員１ 名、 パート の事務職員２ 名（ 常勤換算

する と １ 名） であり 、 当該事務職員は患者の検温や診察室への移動の補助等も 行っている 場合
⇒「 （ 10） 対象職員の常勤換算数」 は「 3.0人」 と 入力

（ 11） 賃金改善し た後の対象職員の基本給等総額
• 令和７ 年３ 月分と し て支払う 賃金のう ち、 上記「 対象職員 3.0人」 に支払う 基本給等総額（ つま り 、 基本

給と 決ま って毎月支払われる 手当の合計額） は700,000円であり 、 同月中に定期昇給はし ていない場合
⇒「 （ 11） 賃金改善し た後の対象職員の基本給等総額」 は「 700,000円」 と 入力

（ 12） ベア等によ る 賃金改善実績額
• 令和７ 年３ 月にベース アッ プし なかった場合、 上記「 対象職員 3.0人」 に令和７ 年３ 月分と し て支払う 基

本給等総額は 686,266円であった場合

（ 計算例）
「 (11)のベース アッ プ後の基本給等総額 700,000円」 －「 ベース アッ プし なかった場合の基本給等総額 686,266円」 ＝ 13,734円

⇒「 （ 12） ベア等によ る 賃金改善実績額」 は「 13,734円」 と 入力

（ 13） ベア等によ る 賃金増率
• こ の数値は(12)÷（ (11)－(12) ） によ り 自動計算さ れ、 その結果、 2.0％と なり ま す。
• こ の数値が令和６ 年度の政府目標2.5% に達し ていなく ても 問題あり ま せん

具体例（令和７年３月から ベースアップした診療所の場合）
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「Ⅳ．4 0 歳未満の勤務医師の基本給等に係る 事項」

「Ⅴ．事務職員の基本給等に係る 事項」の入力について

「 40歳未満の勤務医師」 や「 専ら 事務のみを担当し ている 事務職員」 が在籍し ている 場合のみ、 入力し ま す

事務職員であっても 、 看護補助など患者のサポート を通じ て医療に従事する 業務も 行う 者で、 「 その他医療
に従事する 職員」 と し て（ 10） の「 対象職員」 に含めた事務職員は「 Ⅴ」 の「 事務職員」 には該当し ま せん

在籍し ていない 在籍し ている

最後に「日付」と 「開設者名」を記載する こと で

「賃金改善実績報告書」の作成は終了です

ⅣまたはⅤを入力します

（次ページ参照）

本報告書の記載内容に虚偽が無いことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。

令和 年 月 日 開設者名：7 8 3 日医　太郎

※在籍し ていないにチェ ッ ク を
入れる と Ⅳと Ⅴはグレ ーに
塗り つぶさ れま す
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• 「 40歳未満の勤務医師」 や、 「 専ら 事務のみを担当し ている 事務職員」 が在籍し ている 場合は、
その人数、 基本給等総額、 賃金改善実績額を、 賃上げの有無に関わら ず記載し ま す

• 令和６ 年度にベース アッ プ評価料の算定を開始し た月（ １ か月分） の人数、 基本給等総額、 賃金
改善実績額を記載し ま す

最後に「日付」と 「開設者名」

を 記載する こ と で

「賃金改善実績報告書」の

作成は終了です

賃上げを 行っていない場合、

賃金改善実績額は「０ 円」と

記載します

※ 以下は（14）で「在籍している」と回答した場合のみ記載すること。

Ⅳ．40歳未満の勤務医師、勤務歯科医師の基本給等に係る事項

（15）40歳未満の勤務医師等の常勤換算数【賃金改善実施期間（１）の開始月時点】 人

（16）40歳未満の勤務医師等の基本給等総額【賃金改善実施期間（１）の開始月】 円

（17）ベア等による賃金改善実績額（１ヶ月分）※賃金改善を実施していない場合は０円 円

（18）ベア等による賃金増率【（17）÷（（16）－（17））】 ％

Ⅴ．事務職員の基本給等に係る事項

（19）事務職員の常勤換算数【賃金改善実施期間（１）の開始月時点】 人

（20）事務職員の基本給等総額【賃金改善実施期間（１）の開始月】 円

（21）ベア等による賃金改善実績額（１ヶ月分）※賃金改善を実施していない場合は０円 円

（22）ベア等による賃金増率【（21）÷（（20）－（21））】 ％

本報告書の記載内容に虚偽が無いことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。

令和 年 月 日 開設者名：

0

0.0

1.0

1,000,000

0

0.0

7 8 4 日医　太郎

1.0

200,000
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３.「賃金改善実績報告書」の提出方法

別添 202503報告書様式（診）

年度分）

保険医療機関コード

保険医療機関名 様式提出先のメールアドレス↓

所在地 都道府県 baseup-hyoukaryou13@mhlw.go.jp

住所 報告書届出における注意点

連絡先 担当者氏名 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

電話番号

6（診療所及び歯科診療所用）賃金改善実績報告書（令和

1234567

●●診療所

東京都

千代田区霞が関X-X-X

たんとうしゃ

03-XXXX-XXXX

半角数字７桁で記入
してください

例：0123456

※小数点やカンマな

どの記号は含めない
でください

医療機関名を記載し

てください
全角文字で記載して

ください

×　●●ｸﾘﾆｯｸ

○　●●クリニック

医療機関が所在する
都道府県を選択して

ください（右の欄外
に届出様式提出先の

メールアドレスが表

示されます）

医療機関の所在地の

住所を記載してくだ
さい

報告対象年度を記載

します

• 基本情報を入力する 際に、医療機関が所在する 都道府県を選択する と 、提出先と なる 厚生局のメ ール

アドレスが欄外に表示さ れますので、こ のメ ールアドレスにメ ールで提出します

• メ ール提出時、メ ールに添付する Ex c e lファイルのファイル名に医療機関コードを記入します

（例：12 3 4 5 6 7 ＿ベースアップ評価料報告書）
〔 医療機関コード 〕 〔ファイル名〕

• メ ール本文にも 、医療機関名や連絡先を記載します

• メ ールアドレスを持っていないなど 、やむを得ない場合は、書面で提出してく ださ い

医療機関が所在する

都道府県を選択する と

欄外に提出先メ ールアドレス

が表示さ れます
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４.その他

厚労省のHPにある 「 ベース アッ プ評価料特設ページ」 には、 新し い様式のほか、
「 令和７ 年度賃金改善計画書」 及び「 令和６ 年度賃金改善実績報告書」 の作成方法等
について説明し たス ラ イ ド なども 掲載さ れており ま す。

【 厚生労働省ベース アッ プ評価料特設ページ】
https://w w w .m hlw .go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_ 00053.htm l

【 説明用ス ラ イ ド 】【 ベース アッ プ評価料特設ページ】

mailto:baseup-hyoukaryou13@mhlw.go.jp
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
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令和７ 年３ 月31日付けで厚生労働省から 示さ れた疑義解釈（ 抜粋・ 一部加筆）

問９ 令和６ 年４ 月から 令和７ 年３ 月ま での間にベース アッ プ評価料を算定し た 医療機関等が、 同期間内に
ベース アッ プ評価料の届出の取り 下げを行った場合においても 、 令和７ 年８ 月に「 賃金改善実績報告書」
を提出する 必要はある か。

（ 答） 必要。 「 ベース アッ プ評価料に係る 届出様式の改定について」 （ 令和６ 年９ 月 11 日事務連絡） 別添
２ の問６ を参照のこ と 。

問 11 診療所用の「 賃金改善実績報告書」 に記載する 「 ベア等によ る 賃金改善実績額」 の計算について、 ど の
よ う に考えたら よ いか。

（ 答） ベース アッ プ評価料の届出にかかる 賃金改善の実施前後の給与体系における 基本給等総額の差分によ
り 計算する が、 定期昇給の制度がある 医療機関にあっては、 基本給等総額の差分から 定期昇給相当分を
差し 引く こ と 。

20

令和７ 年３ 月31日付けで厚生労働省から 示さ れた疑義解釈（ 抜粋・ 一部加筆）

問 12 給与表等の存在し ない医療機関又は訪問看護ス テーショ ンにおいて、 令和５ 年度と 令和６ 年度を比較し
て対象職員の変動がある 場合、 令和６ 年度の「 賃金改善実績報告書」 における ベース アッ プ評価料によ る
賃金改善の実施前後の基本給等総額について、 どのよ う に考えたら よ いか。

（ 答） 令和５ 年度及び令和６ 年度のいずれの年度においても 在籍し ている 対象職員のみを対象と し て、 ベー
ス アッ プ評価料の届出にかかる 賃金改善の実施前後の基本給等総額の差分を計算する こ と 。

その際、 「 対象職員の常勤換算数」 の項目には、 実際の人数ではなく 、 令和５ 年度及び令和６ 年度の
いずれの年度においても 在籍し ている 対象職員の常勤換算数について記載する こ と 。

なお、 上記によ る 算出が困難なやむを得ない場合については、 令和５ 年度における 全ての対象職員の
基本給等の総額（ 人数が変化し ている 場合には、 令和５ 年度における １ 人当たり の平均額を令和６ 年度
の 対象職員数に乗じ たも の） を用いて算出を行ってよ い。

ま た、 令和７ 年度の「 賃金改善実績報告書」 においては、 令和５ 年度及び令和７ 年度のいずれの年度
においても 在籍し ている 対象職員のみを対象と し て、 同様の計算を行う こ と 。
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令和７ 年３ 月31日付けで厚生労働省から 示さ れた疑義解釈（ 抜粋・ 一部加筆）

問 13 実際に行った賃金改善が届出に作成し た「 賃金改善計画書」 の記載内容と 異なっている 場合、 「 賃金改
善計画書」 の内容と ８ 月に提出する 「 賃金改善実績報告書」 の内容が異なっていても 問題ないか。

（ 答） 実際に行った賃金改善実績が「 賃金改善実績報告書」 に記載さ れていれば問題ない。
ま た、 「 賃金改善実績報告書」 の記載にあたり 、 必要に応じ て、 届出時点の「 賃金改善計画書」 を修

正し ても 構わない。


